
瀬戸市教育振興基本計画 策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【黒】教育基本法第１７条第２項に定める「地方公共団体における教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画」を策定 

 

【赤】地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に定める「毎年、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価」を行う 
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計画概要・策定体制等の決定・計画の承認 
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